


   〇その他の地域にお住まいの方についても、お住まいの都道府県の移動に関する方針等

にご留意いただき、今その必要があるか、延期ができないか、一度立ち止まって考え、

感染拡大防止の観点から控えてください。 

 

3．事業者の皆様へ 

  ○県内において飲食を通じた感染が多数見られるとともに、飲酒を伴う飲食の場は長時

間となりやすく、飲酒による注意力の低下などにより感染リスクが高まることから、酒類

を提供する飲食店、接待を伴う飲食店において、２１時までの営業時間の短縮を要請し

ます。（２１時から翌日午前５時までは営業を行わないよう要請します） 

   対象エリア：桑名市、四日市市、鈴鹿市 

 要請期間：１月１８日～２月７日        【特措法第２４条第９項に基づく協力要請】 

〇県内においてクラスターが多数発生している医療機関、社会福祉施設や、その他全国

でクラスターが発生しているような施設においては、改めて感染拡大予防ガイドライン

等に基づく感染防止対策を徹底するとともに、従業員や利用者への注意喚起を行って

ください。                          【特措法第 24条第９項に基づく協力要請】 

○外国人生徒のいる教育機関や外国人を雇用する事業者、外国人と関わりのある団体

等の皆様におかれましては、感染防止対策について、外国人の方にも伝わるよう丁寧

に周知してください。                 【特措法第 24条第９項に基づく協力要請】 

○ローテーション勤務や時差出勤、自転車通勤、オンライン会議ツールの活用等、接触機 

会低減の取組に加え、在宅勤務（テレワーク）の推進により、可能な限り出勤者の５割

削減に取り組んでください。 

○高等教育機関、高等学校、中学校において、懇親会や寮生活、部活動、課外活動など

でクラスターとなった事例がみられます。学外での行動も含めた感染防止対策につい

て、学生・生徒に対し周知徹底してください。 

 

4．偏見や差別の根絶について 

    仕事や通勤等やむを得ない事情で県外から来県される方、治療にあたっている医療従

事者、外国から帰国された方、日本に居住する外国人の方が差別や偏見にさらされること

がないよう、偏見・差別につながる行為、人権侵害、誹謗中傷等は絶対に行わないでくだ

さい。 

 

   今以上に感染者数が増加し、爆発的な感染拡大となることを食い止めるため、今がまさ

に瀬戸際であり、県民・事業者の皆様には大変心苦しいお願いをせざるをえない状況です。

感染拡大の波を乗り越えることができるよう、県としても躊躇なく必要な対策を実施してま

いりますので、県民、事業者の皆様におかれましては、これまで以上の感染防止対策の徹

底をお願いします。 
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